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　「戦争の世紀」とも言われ産業革新、技術革新が急激なスピードで展開された 20 世紀が過ぎ去り、
現在、我々が生きている 21 世紀は「環境の世紀」と言われています。日本の都道府県の中で自然が
残っているといわれる北海道においても、つい 30～40 年ほど前まで豊かだった自然は、人々の生活
が向上することと反比例するように失われてきています。
　私達は、社会・生活環境の整備と自然環境の調和を念頭に置き、これまで携わってきた河川を中心
とした構造物の設計や施工の経験を踏まえ、河川環境の保全と回復のための活動を通じ、「環境の世
紀」の社会のあり方を考えていこうと思っております。
　私達は、この活動のベースを「魚道」に置き、魚道から提起される種々の課題「河川生物の生
態」、「周辺環境」、「構造物の設計・改良」、「維持管理」などを通して活動目的である「河川環境の保
全と回復」を図ることとしております。
　また、目的達成のためには、一部の技術者だけでなく、地域住民、河川を利活用する関係者など多
くの方々とともに意見交換し、行動していくことが必要だと考えております。
　そのために、今般、「特定非営利活動法人　北海道魚道研究会」を設立し、自然と人間の調和のと
れた心豊かな地域社会づくりを目指すものであります。

　魚の心がわかる魚道づくりをテーマに魚道についての研究・啓蒙・ボランティアによる維持管理を
行い、自然環境の回復に寄与する。

　（1）学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
　（2）環境の保全を図る活動
　（3）子どもの健全育成を図る活動
　（4）科学技術の振興を図る活動
　（5）職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

　（1）河川環境の保全・回復を図る事業
　（2）魚道に関する研究及び技術の開発・振興に関する事業
　（3）魚道の維持管理に関わる事業
　（4）河川に生息する水棲生物の調査・研究に関わる事業

NPO法人 北海道魚道研究会

設 立 趣 意 書

目　 　 　 的

特 定 非 営 利 活 動

特 定 非 営 利 活 動 に 係る事 業



NPO法人 北海道魚道研究会

理事長　奈良　哲男

　4月からまた新しい年度が始まり、私たちNPO法人北海道魚道研究会は、設立から 20 周年という
重要な節目を迎えました。この記念すべき年に、会員および関係者の皆さまと共に歩んできた軌跡を
振り返りつつ、未来への展望を考えることを嬉しく思います。
　近年、地球規模で気候変動による影響が顕著になっております。豪雨や洪水など自然災害が頻発
し、私たちの暮らしのみならず、水辺の生態系にも深刻な影響を及ぼしています。その中で、北海道
の河川環境において、サケの自然産卵が果たす役割の大きさが注目されています。サケは私たちに
とっても自然界にとっても、生態系をつなぐ大切な存在です。その産卵活動を守り育むためには、私
たち一人ひとりが河川環境を保全・改善する必要性を再認識することが重要です。
　この 20 年間、当会では北海道の河川環境と魚類生態系の保全・改善に向けて、地道な努力を積み
重ねてまいりました。しかし、一層厳しい状況を迎える中、今後の 10 年、20 年と持続して取り組ん
でいく必要性を感じています。そのためには、皆さま一人ひとりの理解と協力、そして地域社会全体
の力を結集することが不可欠です。
　「次世代へ健やかな河川環境を残す」という使命を胸に、20 周年を迎える今年、さらに団結し、行
動力を強めていけるよう努めてまいりたいと考えています。会員の皆さまと共にこの目標を追い求
め、北海道の河川と魚類にとってより良い未来を築いていけることを心から願っております。
　これからも変わらぬご支持、ご協力を賜りますようお願い申し上げるとともに、本会報誌を通じ
て、皆さまとの新しい意見交換や交流が深まることを楽しみにしております。

20周年を迎えて

02	 令和 6 年度定期講演会 in 札幌開催報告
	 気候変動に対応した新たな河川管理と野生サケ復活
04	 講演録 1  「気候変動と流域治水─河川環境復元の好機ととらえて─」
� 北海道大学大学院農学研究院 名誉教授　中村　太士 氏

15	 講演録 2  「流域治水と野生サケ資源の回復」
� 北海道立総合研究機構 さけます・内水面水産試験場　卜部　浩一 氏

21	 第 15 回「魚道情報意見交換会」を開催しました
23	 活動報告  魚道データベース委員会を開催しました
24	 NPO 法人北海道魚道研究会　会員名簿
26	 当会では、会員を募集しています！
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 気候変動に対応した 
 新たな河川管理と野生サケ復活 

令和 6年 10 月 10 日（木）午後 2時から、札幌市のANAクラウンプラザ
ホテル札幌（3階 鳳）にて、恒例の定期講演会が開催されました。

令和6年度定期講演会in札幌開催報告

講演会ご案内チラシ 講演会次第



気候変動とこれからの河川管理を
考える
　今年も講演会には、全道各地の会員のほか、
魚道管理にかかわる行政関係者や水産業関係者
らが集まりました。
　最初に奈良理事長から開会の挨拶が述べら
れ、今回のテーマである「気候変動に対応した新
たな河川管理と野生サケ復活」に関連して、講師
の北海道大学大学院農学研究院の中村太士名誉
教授と、北海道立総合研究機構さけます・内水面

水産試験場の卜
部浩一氏が紹介
されました。ま
た、北海道魚道
研究会が設立か
ら 19 年目となる
こ と が 伝 え ら
れ、20 周年に向
けた意気込みも
語られました。

気候変動に対応する新たな河川管理
　中村太士北海道大学名誉教授の講演は「気候
変動と流域治水─河川環境復元の好機ととらえ
て」と題して、流域治水への転機、日本におけ
るグリーンインフラ、定量的河川環境目標の設
定のほか、中村名誉教授が関わっている十勝川
水系の自然再生など具体例を交えて気候変動に
対応する新たな河川管理の考え方やその取り組
みなどについてお話をいただきました。

　 ま た、 水 系
ネットワークに
ついては、貯水
ダムにおける定
量的環境目標の
設定や治水・砂
防ダムでも定量
的環境目標を設
定すべきである
こと、ダムをス
リット化したこ

とで、サクラマスの産卵床が拡大した事例など
が紹介されました。

野生サケ資源回復に向けた課題
　令和 5 年度の定期講演会に引き続いて、講師
を務めたのが道総研さけます・内水面水産試験
場の卜部浩一氏です。「流域治水と野生サケの
復活」と題して、特に野生サケを増やすうえで
の課題について時間を割いてお話をいただきま

した。講演後の
質疑応答では、
サクラマスとサ
ケの産卵床の違
いや遊泳力の定
義などについて
質問があり、丁
寧に回答をいた
だきました。

講演を終えて
　最後に岸本真
一副理事長の挨
拶 が あ り ま し
た。中村名誉教
授の講演は「気
候 変 動 へ の 対
応、地域の重要
性について、中
村先生の長年の
研究成果をもと
にわかりやすく

お話をいただき、これからの私たちの取り組み
に大きな示唆を与えてくれた」こと、卜部講師
の講演は「河川整備が防災対策だけでなく、環
境保全や生物多様性といった幅広い視点からも
重要であることを改めて実感した」という感想
とともに、それぞれの講師へのお礼が伝えられ
ました。そして「気候変動や自然環境保全に向
けた新たな知見が得られ、聴講された皆様のこ
れからの大きな一歩となることを期待したいと
思います」というエールで、定期講演会 in 札
幌が終了しました。

Hokkaido fishway research meeting ｜ 03

令和 6年度定期講演会 in 札幌開催報告

挨拶をする奈良理事長

講師の中村太士氏

講師の卜部浩一氏

岸本副理事長の閉会挨拶



はじめに
　今日のタイトルは「気候変動と流域治水─河
川環境復元の好機ととらえて─」です。北海道
魚道研究会の講演は 3 回目だと思いますが、初
めての講演で、魚道から考えることは止めた方
がいいとお話したことを覚えています。魚道は
一つの手段ですが、本日もそれ以外も含めた
トータルで考えることの大切さについて、お伝
えしたいと思います。
　スライドの表紙は、長沼町にある舞鶴遊水地
で繁殖が成功したタンチョウの写真です。最近
は、ここだけでなく、エスコンフィールド前の
東の里遊水地など多くの遊水地でタンチョウの
繁殖が確認されています。遊水地では人間の出
入りをある程度は遮断できることもあり、石狩
低地帯ではタンチョウと共存できる環境が生ま
れています。

人口減少社会とグリーンインフラ
　これから日本の社会はどうなっていくのか。
ネガティブな印象を持っている人が多いと思い
ますが、私はこれを一つの機会ととらえていく
べきだと考えています。
　大きな課題は人口減少ですが、中でも人口が
増加している 1960 年代以降の高度経済成長期
に社会的な制度が作られたことが問題です。こ
れまで蓄積された経験は、当時のマインドで
培ってきたもので、人口が減少する視点は持っ

ていませんでした。減少への対応は非常に大変
で、そこが難しいところです。
　インフラも同じ問題が起こっています。新規
投資可能額は減少傾向で、2037 年にはマイナ
スになることが予測されています。これまで
作ってきたインフラの維持管理だけに資金を使
わないとインフラが維持できなくなるという状
況です。一方で、集中豪雨や耕作放棄地が増加
しています。
　札幌を含めた都市部はある程度の人口が維持
されるでしょうが、地方はどんどん減少するこ
とが予測されます。
　将来は明るくないと思われるでしょうが、こ
れを一つのチャンスととらえて、自然を活かし
た解決の道を考えてほしいと思います。グリー
ンインフラについては、ネイチャー・ベース
ド・ソリューションなど、いろいろな言葉が使
われていますが、人為的なものに頼らずに、自
然そのものが持つ機能を活用していくという考
え方です。日本も以前は保安林など、自然の機
能を活かす視点を持っていましたから、人口減
少や放棄地が増えていく中でも、しっかり生態
系を管理することで減災・防災につながってい
くと考えています。
　気候変動に対して、国は温室効果ガスの排出
を減らす緩和策を行ってきました。国や都道府
県では、排出したカーボンを森林によってほぼ
吸収する社会を目指しています。気温上昇は
2℃が限界で、それを超えて気温が上がってし

「気候変動と流域治水 
─河川環境復元の好機ととらえて─」

北海道大学大学院農学研究院　名誉教授　中村　太士氏
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まうと山林の斜面崩壊や河川の洪水が起こり、
人間の住む場所がなくなることが懸念されま
す。ですから、どうしても気温上昇を 2℃まで
に食い止めなければいけません。

人口減少時代の自然災害対応の 
考え方
　今日のお話はもう一つの適応策についてで
す。すでに温暖化が起こっていると受け止めて
いますが、皆さんも 2015 年の鬼怒川洪水災害
の辺りから、それを実感していると思います。
2019 年には台風 19 号で千曲川が氾濫しまし
た。北海道でも 2016 年 8 月に 4 つの台風が上
陸し、そのうちの 3 つが道東を襲って大きな被
害を受けました。
　我々はこうした状況をどのようにとらえてい
けばいいのでしょうか。危険な自然現象と暴
露、そして脆弱性という 3 つの要素の重なる部
分が災害のリスクになるのですが、そのリスク
をいかに小さくできるのかということになりま
す（下図）。

　例えば、斜面崩壊の危険性がある場所の近く
に住んでいれば、危険な場所に暴露しているこ
とになりますが、そこから移動できれば災害は
起こらず、単なる自然現象で済みます。暴露と
いう部分は、土地利用の点で重要です。人口が
増えている時は難しいのですが、人口が減少し
ている中では危険な場所から暴露を避ける形で
撤退することが一つの考え方です。ただ、どこ
に住みたいのかという人間の欲求も含めて対応
しなければなりませんから、簡単ではありませ

ん。
　また、震災に対してより強い建物を建てるこ
とも考えられます。高床式の建物にして 1 階が
水に浸かっても被害は駐車場だけというよう
な、脆弱性の低減という対応もあります。コ
ミュニティで水防活動に対応できれば人命を救
うことにつながり、脆弱性の低減につながりま
す。
　我々の適応策の基本的な考え方は、暴露を避
けることと、脆弱性を小さくするという 2 つ
で、土地利用を含めてこれをどのようにやって
いくかということになります。

流域治水の現状
　さて、流域治水については、皆さんもいろい
ろなところで聞いていると思います。ただ、そ
れほど進んではいません。流域治水は非常に大
変です。河川管理者はほとんどの堤外の管理責
任と権利を持っていますが、堤内である堤防を
越えて人が住んでいるところは、いろいろなこ
とが遂行できる権利を失います。農地では田ん
ぼダムについて聞いたことがあると思います
が、田んぼダムの有効性は定量的に確立されて
おらず、整備計画ではカウントされていません。
　事前放流もそうです。精度高く線状降水帯が
予測できれば、事前にダムを放流して雨を受け
止めることができますが、空振りも多く、線状
降水帯の予測は困難です。ですから整理計画上
は、これもカウントされていません。
　できることはあるのですが、技術としてはま
だ成熟していないのです。
　北海道では札幌市の伏籠川で総合治水が
1980 年代に始まっています。国内では神奈川
県の鶴見川でも実施されています。同じ量の雨
が降ってもアスファルトで舗装されている都市
では、急激に川に雨が集まり、ピーク時の流量
が一気に増えて都市型水害の危険性が高まりま
す。そこで 1979 年に総合治水対策特定河川事
業が創設されました。
　今回の流域治水も内容は似ていますが、都市
だけにフォーカスするのではなく、森や農地を
含めて流域全体で検討していこうというねらい
です。流域全体で考えることは大切ですが、本
当に洪水のリスクを減らせるか、その技術が成
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熟しているのかというと、まだまだといえま
す。多くの河川管理者は、河道掘削や貯留施設
としての遊水地やダムを含めた検討を行ってい
るのが現実でしょう。

日本におけるグリーンインフラ
　グリーンインフラと似た言葉に Eco-DRR が
あります。グリーンインフラの方が広いイメー
ジで使われていますが、各国の事情で使い方は
異なっています。例えばヨーロッパでは生物多
様性の保全、生態系ネットワークをつくるイ
メージでグリーンインフラが使われています。
　札幌の姉妹都市ポートランド市があるアメリ
カ・オレゴン州では雨水浸透を強く打ち出して
います。地下に水を貯留させることで流出の
ピークを遅らせるという考え方でグリーンイン
フラという言葉が使われています。
　東日本大震災後、国連の会議が仙台で開催さ
れた時は、Eco-DRR がよく使われました。生
態系を活用して防災・減災をどうするかという
視点です。あくまでもグリーンインフラの中
で、防災・減災にフォーカスした考え方といえ
ます。
　今日は遊水地をグリーンインフラとして見立
てているので、その点では防災・減災としての
遊水地の位置付けが気候変動の中で重要になっ
てくると思っています。
　グリーンインフラは日本の計画の中でどの程
度浸透してきたでしょうか（右図）。生物多様
性国家戦略はもちろんですが、国土交通省のグ
リーンインフラ推進戦略にも盛り込まれていま
す。また、令和 5 年に策定された第三次国土形
成計画のほか、国土強靭化基本計画や SIP（戦
略的イノベーション創造プログラム）にも書き
込まれています。グリーンフラ推進戦略以外は
すべて閣議決定で、省庁個別ではなく、国とし
て取り組んでいるということになります。
　SIP のスマートインフラのサブ課題では、グ
リーンインフラが採択されていて、私はプログ
ラムマネージャーを担っています。例えば、複
数の橋がある場合や老朽化した橋を統合する、
機械を使ってトンネルの安全点検をする、災害
地における自動操縦で防災工事につなげていく
といったような、これまでと同じ内容でもグ

リーンインフラが掲げられています。グリーン
インフラはウェルビーイングともつながるもの
です。
　気候変動に対して、日本がどのように考え、
どんな戦略をもって将来を描くのかという中
で、グリーンインフラは一つの手段としてとら
えられているわけです。

定量的河川環境目標の設定
　これまでの河川環境施策に目を向けてみる
と、1990 年代に多自然川型づくりが掲げられ
ています。若い世代は長良川河口堰や千歳川放
水路問題を知りませんが、そういった歴史も学
んでほしいと思っています。多自然型川づくり
が開始されたころ、国土交通省は環境も考えて
川づくりをしていくという方針に変わっていき
ます。
　1997 年に河川法が改正され、利水・治水・
環境という言葉が入りました。でも、実際には
環境への配慮はいま一つといった状況でした。
ただ、その後の定量的環境目標に移行していく
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一つのきっかけになっています。
　その後、多自然川づくりや生態系ネットワー
クなども入ってきて、人材育成ではアドバイ
ザー制度が創設されました。
　そうしたバックグラウンドとすでに起こって
いる気候変動を前提に河川の管理を考えていく
だけでなく、砂防分野なども含めて考えていく
必要があります。
　国土交通省の資料で、平均気温が 2℃上昇し
た際の降雨量の変化倍率を示した地図による
と、九州の一部と北海道全域は本州の 1.10 倍
と比較しても倍率が高く、1.15 倍まで増える
と予想されています。水が溢れる状況が起こる
前に、河道のキャパシティを増やすための河道
掘削、さらに遊水地やダムなどが計画される方
向になります。
　これまでの河川整備基本方針や整備計画にお
ける環境目標は定性的な記載でした。しかし、
河川生態学術研究会の「近年の気候変動化にお
ける河川生態系の保全と再生に関する緊急提
言」や国土交通省の「生物の生息・生育・繁殖
の場としてもふさわしい河川整備及び流域全体
としての生態系ネットワークのあり方」検討会
の提言を受けて、定量的河川環境目標を設定す
ることが決まりました。定量的ということなの
で、どれだけ作るという条件設定になります。
整備計画などにどんな環境をつくっていくのか
ということを書き込まなければいけないため、
大きな重荷になります。いい意味での悩みに
なってくると考えていて、皆さんに悩んでほし
いと思っています。
　近年は河川水辺の国勢調査と河川環境管理
シートで生物の生息場を類推することができる
ようになっています。この 2 つの情報がつなが
ることで、この場所にはどんな生物が棲めるか
が推測できるようになります。
　河道掘削などを行うと同時に、より良い生物
が生息できる場をつくっていくことが私の願い
であり、野望です。
　定量的河川環境目標を設定するということ
で、すでに船は動き出しました。「生物の生
息・生育・繁殖の場としてもふさわしい河川整
備及び流域全体としての生態系ネットワークの
あり方」検討会の提言には、河川における取り

組みと生態系ネットワークを活用する流域にお
ける取り組みが記載されています。
　近年はネイチャーポジティブの概念が企業に
とって大きなキーワードになっています。企業
や金融機関が自然資本や生物多様性に関するリ
スクや機会を適切に評価・開示するためのフ
レームワークを確立することを目的に TNFD

（自然関連財務情報開示タスクフォース）が設
立されていて、EU などでは自然に負荷をかけ
ていないことを明示しないと投資が集まらない
状況になっています。企業がネイチャーポジ
ティブを意識して活動する時代になってきまし
たから、今後は魚道清掃に企業が声を挙げてく
れる可能性もあります。

定量的目標をどのように設定するか
　河川水辺の国勢調査は皆さん知っていると思
います。一級河川を対象に、さまざまな分類群
を 5 年か 10 年に一度の割合で調査を行ってい
ます。ただ、測定頻度のばらつきや対象区間数
が限られていて、都道府管理の河川の問題が
残っています。将来的には環境 DNA やドロー
ンを活用して、より広範囲に推測できる情報を
構築していくような技術開発をコンサルタント
も含めてやっていかなければいけないと考えて
います。
　実際の調査結果について、どの種がどのくら
い増えたかを見ていくと、ほとんどが増加傾向
で、どこに何が生息しているかはおおよそわ
かってきました（下図）。

　また、河川環境区分シート（次ページ図）で
は、生息地の類型区分のようなものができてい
ます。それぞれの生息地がどの程度よいかとい
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う相対評価ができ、それからどのように向上で
きるかが指標になります。デジタルデータに
なっているので、それを活用すれば生息地と生
物の種を結びつけることができます。

　十勝川では先行して、気候変動に関連する基
本方針の見直しを終え、整備計画を書き込み定
量的環境目標もできています。今はそれを具体
的にどうするかを議論しています。
　十勝川では、河川整備計画を自然再生基本計
画としてとらえています。生息場で定量的な目
標を設定することが不可欠で、生息場だけでな
く、どんな種が増えるのかということも紐付け
するようにしています。生息場の情報は、生物
に対してどのような効果があるかということ
で、それは定性的なものでも構いません。それ
を地域ごとにチェックし、流下能力は治水の安
全度を満たさなければいけませんから、それも
しっかりやって、両者を一体的に検討していく
ということです。これで初めて、治水・利水と
環境が一体的に議論できたという感じがしまし
た。定量的と設定するだけで、これほど世の中
の考え方が変わるのかという印象を持ちました。
　多くの場合、これでできる生息場や生態系
ネットワークは、グリーンインフラのネット
ワークです。
　十勝川にも堤内湖沼があります。湖沼の一部
は北海道開発局の所管だったり、違う組織が
持っていたりしますが、それをネットワーク化
することで、生物が移動できる場を作っていけ
るのか、さらに、どんな場所にどんな生息場を
作ることで生物種がどれくらい増えるかが見え
てきます。
　その結果として、生物種がどのぐらい増える

のかを予測します。治水の目標に比べると、ば
らつきも多く、データも少なく、年間変動もあ
りますが、ある程度はできます。
　まずは場についての定量目標を設定し、それ
が生物種にどう応答するかを予測する。これな
らうまくいくだろうということをみんなで納得
するわけです。

　上図は、自然共生研究センターの森照貴セン
ター長が提供してくれた例です。それぞれの場
によってサクラマスの繁殖場に適していると
か、定量的な生息場の環境目標にするとか、そ
のために魚道が必要だとか、そういうことが全
部つながってきます。
　今のところは種の数だけですが、データが少
ない希少種は、詳しい人たちが生息場としてど
んな環境が重要かをとらえて生息地を作ってい
く。要は、今ある情報の中で最高の対応をして
いくという考え方でいいと思います。

目標設定から自然再生への道のり

　以上はまだ事前調査・解析です。その後、環
境管理シートを整えても、その先はもっと長い
道のりがあります（上図）。例えば、それをど
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う図面に落としていくか。そこでは治水目標も
同時に満たさなければいけません。ワンドをつ
くってもそれがずっと維持される技術はかなり
難しいわけです。時間とともに変化する遷移と
かく乱の中で、最初から変化することを予想し
て、施工工事をできる技術者がどれだけいるで
しょうか。ほとんどいないでしょう。失敗はし
てほしくありませんが、うまくいかないケース
も必要です。だから、皆さんに悩んでほしい。
生物にとってどんな影響を及ぼすのかというこ
とをもう一度問い返してみることはとても重要
です。
　どんな形で掘削するのかという施工も大切で
す。これまでのように、単にゼネコンに任せる
だけでいいのでしょうか。
　今年スイスに行ってきましたが、向こうでは
きちんと生物系の技術者がいて、重機のオペ
レーターに、石はどこに置くとか、どこを掘る
のかなど、具体的に現場で指示していました。
そこまでやらないといけないわけです。
　施工に関わる人たちも、しっかりコンセプト
を共有してほしい。設計通りに作っても施工後
は徐々に変化していきます。それを見越した上
で、技術を考えていく時代になってきたことを
感じました。
　魚道研究会の会報誌にも書かれていました
が、「見試し」技術ほど大切なものはありませ
ん。まず、小さな自然再生を試してみる。その
経験から、どのように生物の生息場ができるか
をきちんと観察する。そこから予算立てしてい
かなければ、税金の無駄遣いになってしまいま
す。みんなで議論できる、みんなで手作りでき
る、そんな見試し技術が大切だと思います。

　左下図は利根川の事例ですが、ようやく最近
になって、河道掘削も「平水位掘削に限らず」
と書かれるようになり、かなり変わってきたと
思いました。以前から、「なぜ平水位掘削がい
いのか」と噛みついていましたが、結局、大き
な理由はないという結論です。深く掘ると泥が
出て漁協から苦情が来る程度の理由でした。で
も、それなら漁協に理解してもらうためにも、
どんな生物の生息地をつくるのか、どんな場を
蘇らせるのかという設計の思想をしっかり基本
方針などに書くことが大切だと思います。

グリーンインフラ機能 
　～釧路湿原の事例から
　グリーンインフラについて、少し踏み込んで
お話しします。
　下の図のように既存のインフラは、計画規模
を持っています。例えば、堤防であれば計画規
模までは 100％の機能を果たす前提で作られま
す。しかし、現実には災害規模が大きいとそれ
を超えることがあります。計画規模を超える災
害になると、どこで堤防が決壊するかわからな
いという、ロシアンルーレット状態になりま
す。それが都市部かもしれないし、地方部かも
しれません。でも、堤内は平等な安全度が求め
られるので、危険度も平等にしなければいけな
いというコンセプトになっています。私はその
考え方に反対です。あらかじめ越流場所を決め
ておいて、破堤は絶対避けるべきだと考えてい
ます。鬼怒川洪水災害でも台風 19 号の千曲川
の氾濫でも破堤すると堤内に大量の水が入って
安全性はほぼゼロになってしまいます。
　一方で、グリーンインフラは安全度が緩やか
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に減少します。
　そこで、ハイブリッドインフラとして、既存
のインフラとグリーンインフラの両方が共存す
る環境をつくっていくべきだと考えています。
図にある GI-1 とは水源地の森林や湿地など
で、もともと流域にある自然空間で水を浸透さ
せたり、貯留できたりするわけです。それをで
きる限り保全していく。
　一方で、人間の空間も守らなければいけない
ので、既存のインフラも必要です。さらに、安
全策として、遊水地的な土地利用空間の地役権
を検討して、補償も含めて何らかのものを考え
ていけるならば、既存インフラの計画規模を超
えた GI-2 の部分も用意できるのではないかと
考えられます。そうすると意図的に越流させる
ことができるわけです。GI-2 が整備されてい
れば、意図的にそこを氾濫させることができる
ので、災害は最小限で済むと思います。
　同じ雨量でも、緑の自然流域と都市化した流
域では、ピーク流量が大きく変わります。都市
化した流域はアスファルト舗装され、地下浸透
を失っていますから、急激にピーク量が上がる
のは当然です。これから人口が減少していくわ
けですから、グリーンインフラを活用していく
ことが大切です。
　例えば、2016 年の豪雨災害時に、釧路湿原
はしっかり雨水を貯留していました。北海道開
発局もここを遊水地として指定しています。同
時に、生物多様性の点でも極めて重要な場所
で、ネイチャー・ベースト・ソリューションや
グリーンインフラの機能は大きなものがありま
す。
　流域の大きさが違いますが、常呂川と釧路川

流域を比べてみました。釧路川は流域面積が大
きいのですが、中流に農地が開発されていて末
端に都市がある構図は同じです。大きな違いは
2 万 ha ある釧路湿原の存在です。こうした情
報は NHK で報道いただき、地域の皆さんが

「湿原を保全することで私たちも守られている」
と、自然災害について理解を深めるきっかけに
なりました。また、環境と治水は対立するもの
ではなく、同時に達成できることも改めて理解
いただけたと思います。
　常呂川と釧路川は流域の大きさが違うので、
地 表 流 と 地 下 水 を 同 時 に GETFLOWS で シ
ミュレーションしてみました（左下図）。青線
が湿原あり、赤線が湿原を宅地化した場合で
す。宅地化するとピーク時の流量が上がるだけ
でなく、時間的にも 2 日ほど前にピークが起
こっています。釧路湿原の機能が見える化さ
れ、湿原の大切さや洪水時の貯留機能を示すこ
とができました。

河道掘削を改めて考え直す
　河道内においても工夫が必要だと考えていま
したが、特に気になっていたのが河道掘削で
す。本当に平水位掘削が環境にいいのかという
ことです。以前は皆がそろって平水位掘削で、

「なぜ環境にいいのか」と質問しても明確な答
えが返ってきません。河道掘削から 10 年後く
らいになると、ほとんどが樹林化します。樹林
化すると土砂が溜まる、木も切らなければいけ
ない。これを繰り返すだけでいいのだろうか、
ネイチャーポジティブを実現するための河道掘
削とはどんなものかをずっと考えてきました。
　そこで、十勝川で気候変動適応と自然再生の
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両立ということで、地下水が高いことを活用し
て氾濫原掘削による湿地の再生を行いました

（前ページ写真）。こういう場所を作ると、簡単
には樹林化しません。
　 こ こ で、 頭 に 置 い て お い て ほ し い の が
OECM、保護地域以外で生物多様性保全に資
する空間のことです。例えば、企業所有の自然
環境の良い土地などを「自然共生サイト」とし
て国が認定する制度があります。これまでは国
立公園などのみが保護の対象でしたが、その間
にある何も指定されていないエリアがありま
す。でも、生物が移動することを考えると保護
対象のエリアは十分ではありません。2022 年
12 月の「昆明・モントリオール生物多様性枠
組」で「30by30 目標」（2030 年までに、陸と
海の 30％以上を健全な生態系として効果的に
保全する目標）が盛り込まれ、民間の土地も活
用する方向ができました。
　企業にとっても非常に魅力的なことで、十勝
川でも声を挙げる企業が出てきました。
　また、TNFD だけでなく TCFD（気候関連財
務情報開示タスクフォース）の両方が動いてい
ます。こうした活動が浸透していくと企業も前
向きになっていくと思います。
　北海道大学でも雨龍研究林と札幌キャンパス
が OECM 国際データベースに登録されていま
す。情報を提供したり、モニタリングしたり
と、いろいろと面倒くさいのですが、企業の場
合は自然を壊さずに運営していることで優秀な
社員が集まってくるなど、そういったメリット
があります。そんな動きもこの機会に知ってほ
しいと思います。

各地の事例から
　十勝川の湿地再生では、水辺の生物が非常に
早く蘇ってきていて、多様な生物がこのエリア
で生息するようになっています。これもネイ
チャーポジティブです。定量的環境目標を考え
ることで、十勝川では気候変動対策と環境を両
立させた河川管理ができているという機運が広
がっていくと思います。
　ちょうど沙流川でも基本方針の見直しが終
わって、これから整備計画が進んでいきます。
会議では整備計画にどのように定量目標を記載

するかが議論される予定です。沙流川流域には
平取町があり、アイヌ文化が根付いています。
また、過去に訴訟となった二風谷ダム問題もあ
りますから、うまく調和した形で目標を決めて
いかなければいけません。十勝の事例でもあり
ますが、ヨシ原やガマの生育場を作ってゴザな
どのマテリアルの材料を供給するなど、アイヌ
文化を継承することも重要でしょう。また、ア
イヌの皆さんが伝統的儀式で使う場所は、掘削
を行わないといった保全の視点も欠かせませ
ん。こういったことが環境目標になると考えて
います。
　一方で、堤防を越えるような大きな災害対応
も必要です。アメリカのサクラメント川にある
大きな放水路の Yolo Bypass の事例では、越流
堤を設けて、ある流量を超えると意図的に水を
流して都市を守るということをしています。水
が溢れるエリアは、平常時は農地や再生した湿
地、家畜の放牧地などで、産業や樹林化しない
メンテナンスを考慮したものになっています。
これならば越流するエリアも、普段は使っても
らうことができます。こういうことは、地役権
的な視点を持てばできるはずです。
　これまで堤内側の議論はなかなか進まなかっ
たのですが、最近は霞堤が見直されています。
霞堤も勾配が急だと貯留氾濫の機能が高いとは
言えません。支流が入ってくるので樋門のよう
なものを作るのですが、人口が減少していく
と、将来は誰が管理するかという問題が出てき
ます。でも、開口部として開けておけば、操作
は必要なくなり、メンテナンスコストもかかり
ません。十勝川の上流には霞堤がまだ残ってい
るので、今後は霞堤を維持する方向で考えてい
くことが重要だと考えています。

湿地と同等の機能を持つ耕作放棄地
　次に、北海道の農地利用の変化を見ていきま
す。北海道でも放棄・未利用地が 1990 年の終
わりから徐々に増えています。本州では人が手
を加えてきた里山こそが生物多様性にとって重
要だという主張が多く、里山に人がいなくなる
こと、集落でなくなることへのマイナス面が強
調されます。ところが、北海道は放棄されて
も、それほど悪くありません。本州と比べて開
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発の歴史が浅いことと同時に、もともと泥炭地
だったなど、気候的な違いがあるのかもしれま
せん。
　耕作放棄地の保全上のメリットを研究室で調
査したところ、鳥類、植物、甲虫などは湿地と
同程度の種数や個体数でした（上図）。耕作放
棄地が湿地と同じような機能を果たすならば、
自然の機能とほぼ同じです。
　今までは人力で開発圧力をかけてきました
が、それをリリースすることで、プラスに働く
ことになります。耕作放棄地にマイナスイメー
ジを持っている人が多いかもしれませんが、自
然に戻るだけなので、北海道においては悪い結
果を生まないだろうと考えています。

グリーンインフラ導入候補地の 
検討から
　グリーンインフラの導入候補地の検討の仕方
をまとめてみます。まずハザートリスクが挙げ
られます。例えば、流域治水ではいろいろなシ
ミュレーションをすると思いますが、リスクが
高いところには人間は住まない、冒頭でお話し
た暴露を避けるということになります。次に生
物を保全する意味では、生物多様性が高い場所
はどこかが重要です。私の研究室で作成した鳥
類や植物の生息マップを重ね合わせてみます。
次に耕作放棄を重ね合わせてみる。そうする
と、石狩川下流域に多くの候補地が抽出されま
した。
　千歳川は巨大な遊水地が 6 つできていて、最
初にできたのが舞鶴遊水地です。グリーンイン
フラ導入の候補地を探る作業をしながら、この
辺りは生物多様性にとって重要な場所になる予

想はつきました。
　1981 年の洪水で千歳川放水路の議論が始ま
り、結果的に環境への負荷が大きすぎると反対
運動が起きて、6 つの遊水地ができた歴史があ
りますが、これらの遊水地の生物多様性はどう
でしょうか。自然の池や沼、水路や排水場など
も組み込んで、いろいろな分類群の季節ごとの
状況を調査しました。その結果、鳥類群は秋の
時期が多く、遊水地の方が自然の場所よりも多
くの種類が飛んできていました。水路や排水
場、自然の湖沼などと比べて、遊水地には違っ
た種組成の魚類や鳥類群がいることもわかり、
遊水地というファクターが加わることによっ
て、違う種類の生物が生息できるようになった
といえます（下図）。

　「Gamma Diversity」 と 呼 ば れ る も の で、
「Gamma Diversity」が上がったと評価できま
す。他の場所も同様で、魚類でも植物でも遊水
地は生物にとって重要な生息場を提供する結果
になりました。
　そこからタンチョウの話が出てきました。鳥
インフルエンザの問題もあるので、当初は警戒
した人たちもいましたが、最終的にはタンチョ
ウと共存できる流域づくりが叫ばれるようにな
りました。
　タンチョウは釧路地方が有名ですが、今では
帯広や稚内、苫小牧、鵡川にもいます。石狩低
地帯はかつて大湿原で、タンチョウを含めて多
くの鳥類がいたと想像できます。ただ、石狩地
域の繁殖は百年以上、報告がなく繁殖は簡単で
はないと思っていました。しかし、2020 年に
見事に成功しています。
　百年ぶりのタンチョウの繁殖場が洪水を受け
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止めるグリーンインフラであるだけでなく、環
境と防災が協調できること、遊水地が生物多様
性にとって重要な場所であることが証明された
といえます。
　グリーンインフラを活用した生態系ネット
ワークを石狩川流域に広げていこうと思ってい
ますが、新千歳空港の近くでタンチョウを見る
ことができる時代は、もうすぐだと思っていま
す。

水系ネットワークを考える
　最後に水系ネットワークについてです。ダム
も下流側では土砂を還元する事業を行っていま
すし、札内川では札内川ダムを利用して、フ
ラッシュ放流という人工的な洪水を起こしてい
ます。ダムも定量的環境目標を設定できるとい
うことで検討しています。治山・砂防ダムも流
域の中では一緒ですから、環境目標を設定すべ
きで、できれば定量的な政策目標を持つべきだ
と言い続けています。
　例えば、胆振東部地震後の厚真町の復興工
事。あれはどう考えてもネイチャーネガティブ
です。厚真のような斜面崩壊が起きてしまう
と、どうしても構造物を作らなければいけない
ことは理解できますが、将来を見越すと、50
年後もその構造物が残っていいものでしょう
か。その構造物を可塑的なものとして改良でき
る構造にすべきではないでしょうか。例えば、
堰板的に真ん中に変えられる構造物を配置し
て、しばらくは土砂を貯めても、少しずつ外し
ていって、最終的にはスリットダムにするよう
な構造が考えられないでしょうか。
　河川砂防技術基準に短期、中期、長期で対象
とする土砂流出のイメージ図が出ていますが、
大規模な土砂が生産されるようなことがあって
も、徐々に流出は減っていくので、同じ構造物
が残る必要性はないことがわかります。細かい
土砂は下流に流すべきです。
　似たような事例に知床のオッカバケ川があり
ます。ここは北海道森林管理局の若手職員が人
力でダムを改良しています。大掛かりな工事に
なると重機用の道路が必要になりますが、それ
によって河畔がかく乱を受けてしまうため、人
力でやってくれました。

　本日集まっている皆さんは魚道から考えるの
でしょうが、魚道は自然界にはありません。自
然界にないものは、どこかで問題が出てきま
す。土砂や有機物の流れが悪くなったり、光が
入って水温が上がったりします。知床にもたく
さん魚道がありますが、どうしてもメンテナン
スが必要になります。だからこそ、できるだけ
メンテナンスフリーの方法を考えていくべきで
す。
　オッカバケ川では、徐々に改良する方法を採
用しました。電気製品でも将来のリサイクルを
考慮して商品を作ると聞きますが、それと同じ
発想です。自然にマッチした構造物は、周辺環
境の変化とともに変わっていくことが自然な姿
だと思います。
　ほかにもスリットを切った例があります。そ
の結果、河床材料に比べると明らかに細かな土
砂が出現しています。これは下流に供給すべき
土砂で、災害を起こすような土砂ではありませ
ん。スリットから徐々に供給されていくので、
サクラマスの産卵床等も形成されるようになる
でしょう。以前は、下流側が露岩して河床材料
がない状態でしたが、ダムに切り込みを入れて
スリット化することで、岩盤中心の単調なチャ
ンネルユニットしかなかったものが、極めて多
様な生息の環境が形成され、その結果、サクラ
マスが遡上できるようになりました。それまで
は個体同士で掘り返すだけでしたが、今では再
生産が可能になっています。
　次の卜部さんの講演につながりますが、自然
の力を活かして、どこまで自然産卵を回復させ
るかという漁業生産の視点も含めて、流域治水
を検討する時代に入ってきたと思います。それ
は将来のネイチャーポジティブの観点からも重
要だと思います。
　知床のルシャ川は、ICUN（国際自然保護連
合）が注目してきた重要な川です。ここには 3
つのダムがありましたが、ICUN からの指導も
あって、改良を終えました。ダム中央部の高さ
を切り下げることで、サケマスが遡上できるよ
うになり、産卵床を蘇らせる改良になっていま
す。その成果はこれから現れてくると思います。
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終わりに
　最後に Take-home message ということで、
いくつか掲げてみました。まず、気候変動と流
域治水について、いろいろな意味で環境を考え
直すいいチャンスだということです。

　さらに、環境目標を達成する定量的な目標を
考えることは、ネイチャーポジティブな社会形
成に対しても非常に良い取り組みになってくる
と思っています。定量な環境目標の設定、本来
の意味での治水や利水、環境を総合的に検討す
るきっかけになります。今までは別々に計画を
立てて、それから環境を考えるような感じでし
たが、一緒に考える総合的な議論のきっかけに
なります。ただ、さまざまな段階において、ま
だ技術は確立できていないので、みんなで悩み
ながら、どうやるといいのか、どうやればでき
るかを検討する時期になっています。
　また、貯水ダム、砂防・治山ダムについても
環境目標を考えて、できれば構造物については
時間とともに可塑的に変化できるような設計思
想もあってもいいと考えています。
　以上で終わります。ありがとうございました。
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第1部　サケの現状
　サケが減っていることは皆さんもご存知だと
思います。北海道沿岸で漁獲されたサケと河川
に遡上してきたサケの合計数は、平成 16 年こ
ろがピークで 6000 万尾ほどでしたが、近年は
ピークの 3 分の 1 にまで減少しています。令和
6 年は平成以降最低を更新する悲観的な予測に
なっています。
　北海道の中で、特にサケの減少が著しい地域
は太平洋沿岸一帯です。中でも釧路地域のサケ
はピーク時の 10 分の 1 ほどまで減少していま
す。なぜ太平洋地域のサケが減少してきたので
しょうか。サケの稚魚が海に降りる時に海水温
が冷たすぎることが、この地域のサケの減少の
要因でした。
　サケの稚魚は 8～13℃が生育に適した水温で
すが、道東の太平洋域は大幅に下回っており、
海に降りても水温が低すぎて成長ができませ
ん。そこで、沿岸域に比べて温暖な潟湖がある
ことを活用し、適温の水温帯に合わせてサケの
稚魚を放流してコントロールし、サケの高成
長、高回帰率を達成してきました。道東のサケ
の減少に歯止めをかけることができたと思って
いた矢先に、気候変動の問題が顕著になってき
ました。海洋環境の変化です。

第2部　気候変動に苦しむサケ
　2022 年の釧路沿岸の水温をグラフ化する
と、春先の低水温は変わりませんが、沿岸域で

成長する水温 8～13℃の期間が非常に短くなっ
たことがわかります（上図）。6 月から急激に
水温が高くなり、それまで 2 か月ほどだった適
水温期が半分に短縮しています。その結果、沿
岸域で十分に成長できずに沖合の外洋域へ旅立
つことになり、これが死亡率を高めていると考
えています。
　気候変動が新たな大きな障害となっているの
です。これまでは海が冷たいことだけが問題
だったので、そこを克服できる工夫をしました
が、近年は海で急激な水温上昇が起きており、
人間の手で対応できる範囲を超えてしまい、気
候変動の影響を強く感じます。
　この高水温がいつまで続くかわかりません
が、水温が上昇基調にあることは明らかで、今
後も急激に下がることはありえないと考えられ
ます。気候変動の状況下では、大幅にサケが増
えていく要素は見出しにくく、非常に厳しい状
況にあります。
　春先の低水温に急激な水温上昇が加わり、沿

「流域治水と野生サケ資源の回復」
北海道立総合研究機構　さけます・内水面水産試験場

卜部　浩一氏
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岸域での死亡率増大が追い打ちをかけて、サケ
資源が減少しており、気候変動の緩和策が非常
に急がれます。それに輪をかけるように、さら
なる試練がサケを襲っています。

第3部　さらなる試練
　さらなる試練とは何か。端的にいうとサケが
ひ弱になった、遊泳力が低下したということで
す。海洋環境が悪くなっていく中で、生き延び
るためにはより良い場所に移動しなければいけ
ません。でも、遊泳力が低下するとその能力が
下がってしまい、環境の変化により一層影響を
受けやすい状況になっていると考えています。
　なぜ遊泳能力が落ちたのでしょうか。我々は
人工孵化放流という非常に効率よく生産性が高
い方法を開発して実行してきました。しかし、
それが裏目に出ていることが指摘されるように
なってきました。
　サケの産卵時、オスがメスをめぐって争う映
像を見たことがある人は多いと思います。オス
同士が対峙する中では、互いに噛み付いたりし
ながら、どちらかが負けるまで闘いを繰り返し
ます。致命傷になるような争いを経て、勝ち
残ったオスだけが子孫を残せます。産卵後は自
然環境の中で孵化して稚魚となり、海に降りて
いくという自然の流れがあります。自然界では
淘汰というシステムがあり、環境に適したもの
が生き残っていくことになります。
　しかし、我々はそこでこぼれ落ちていく命を
極力少なくする効率性を求めて、より多くのサ
ケを手に入れようとしてきました。そこではポ
ジティブな面とネガティブな面があります。

　ネガティブな面は、上の図のように mtD-
NA3 と呼ばれる魚の遊泳能力に関わる遺伝子
の対立遺伝子頻度が日本だけ全く違う状況があ
り、遊泳力が低下していると思われることで
す。これは孵化放流事業の影響が大きいと考察
されています。
　孵化放流事業でサケが持っている特性を弱め
てしまったのならば、自然界で過ごしている野
生サケの特性に改めて着目し、それを活用して
増やしていくことが重要になってきます。人工
孵化放流を行っているサケの中に、野生魚の精
子や卵が混ざる割合と河川回帰率をグラフにす
ると、野生魚の割合が高くなれば回帰率が高く
なることがわかってきました（下図）。

　そこから人工孵化放流事業に野生魚を活用す
る取り組みが始まりました。そこではサケの捕
獲が欠かせません。人工授精では遡上してきた
サケをウライという施設で捕まえていました
が、2020 年から釧路川水系ではウライを撤去
し、孵化場でサケを捕まえて孵化放流事業を維
持しながら、自然産卵する魚も活用していま
す。その結果、孵化場のない支流でもサケの自
然産卵が見られるようになってきました。孵化
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放流事業の中に、野生サケが組み込まれるとい
う大きな一歩が実現しています。
　自然産卵由来と放流由来の魚が海に降りてい
き、4 年後には一緒に帰ってくることになり、
人工授精に占める野生魚の割合が高まっていく
ことが期待されています。ウライなどの大きな
施設にかけていたコストを削減しつつ回帰率を
高めることになり、期待をもって現在もモニタ
リングを続けています。
　釧路川下流で自然産卵が始まった翌年に河口
部に降りてきた稚魚の由来を確認したところ、
野生魚の割合は 9.1％でした。実数に換算する
と 90 万尾弱です。孵化放流事業の 1 ロットが
100 万尾ですから、ほぼ 1 ロット分が上乗せさ
れていることになります（下図）。

第4部　�野生サケを増やすうえで
の課題

　自然産卵の野生魚活用は、北海道の代名詞で
もあるサケの減少を食い止める重要な方法にな
り得ると考えていますが、その成否は河川環境
に大きく依存すると考えています。

　野生サケを増やす上での課題の一つは、再生
産と成育環境の劣化です。産卵適地がないこと
と稚魚の生育場がないことです。もう一つは、
再生産や成育環境が残っていても下流域で河川
の分断化が起きて産卵遡上を阻害している状況
があることです。
　再生産と成育環境の劣化についてですが、サ
ケの自然再生産では、当たり前ですが、産卵適
地が必要です。産卵適地は礫河原周辺にできま
す。礫河原周辺に卵を産んで、そこで生まれた
稚魚は氾濫原と呼ばれるところで過ごして海に
旅立っていきます。ですから、産卵適地と稚魚
の成育場の存在が非常に重要になります。礫河
原周辺は流速や水深、砂利の大きさがサケに適
していることもありますが、それだけでなく礫
河原、砂州の上流と下流の間に水が潜り込んで
出てくる、目に見えない水の流れが生み出され
ているということがサケの産卵場にとって必要
です。目に見えない水の流れも含めて砂州の再
生が非常に重要になってきます。
　産卵場と砂州の分布を確認すると、早く産卵
するサケは砂州の上流に、遅く産卵するサケは
砂州の下流に産んでいることがわかります。両
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者が使う産卵場は、潜り込んでくる水と湧き出
てくる水という違いがあり、水温も違うという
特性があります。単に産卵に適した場所を提供
するだけでなく、産卵時期が異なる多様な個体
群を維持する上でも砂州は非常に重要な役割を
果たしています。

　産卵適地で生まれた後は、生息する場が必要
になります。サケの稚魚の成育に適したところ
はどこでしょうか。サケの稚魚が川から海に降
りていく時期に本流と分流、氾濫原で生息密度
を調査してみると、本流では全く確認できませ
んが、分流や氾濫源では 1 m2 当たり 15 尾など
多くの稚魚が確認できました。稚魚の生育場と
して氾濫原が非常に重要であることがわかって
います。
　そこで、砂州・氾濫原という野生サケの回復
に必要な環境条件をどのように再生できるのか
が問題になりますが、流域治水と非常に相性が
いい関係にあると考えています。流域治水やグ
リーンインフラとの関係性の中で、河川環境と
サケの再生産が結び付けられていくのではない
でしょうか。
　現在、気候変動への対応策として流域治水が
進められています。流域治水では、自然環境が
有する多様な機能を活かすことや、グリーンイ
ンフラの考え方を普及させて、生態系ネット
ワーク形成に貢献することなどが掲げられてい
ます。推進に当たっては環境分野の取り組みも
重要であることから、サケの再生産と非常に相
性が良いと感じています。
　では具体的に、流域治水と自然産卵由来によ
るサケの回復というつながりをどこに見出すか。
　中村先生の講演で十勝川の紹介がありまし
た。河道掘削で水を流せる場を広げていくこと
でグリーンインフラとして何をもたらすので

しょうか。湿地や礫河原、干潟等などの再生が
挙げられましたが、礫河原の再生はサケの産卵
場が回復することになります。また、湿地や干
潟が河口域にできれば、潟湖と同じ役割を果た
すことになります。一つの事例ですが、河道掘
削を行っていくことで、産卵場や成育場ができ
ることになり、非常に期待しています。
　朱太川のグリーンインフラの事例も紹介しま
す。洪水対策として治水安全度を高めるために
高水敷を掘削したところ、砂州・氾濫原が再生
され、アユやサケの産卵と成育環境が生まれま
した。
　十勝川は下流域から自然再生事業が進められ
ているので、上中流域の産卵場は今後の展開に
なりますが、今は河口近くにあるワンドと湿地
の再生をしています。それは潟湖が新たに形成
されることとほぼ同じだと私は考えています。
十勝川では、まだ孵化放流事業と自然産卵を組
み合わせた取り組みは始まっていませんが、孵
化放流事業の稚魚が過ごす静穏な環境が提供さ
れるという点で大きな期待をしています。
　改めて流域治水と野生サケの回復は相性がい
いことを実感しており、今日集まっている河川
管理者の皆様にも自然再生の中で、サケ資源の
回復も重要な要素として取り組んでいただきた
いと思っています。
　中村先生のお話にあった定量的環境目標を考
えていく際に、サケは非常にわかりやすい指標
になると思います。もともとサケがいない川も
あるので、すべての川に適用できるわけではあ
りませんが、サケの産卵場の再生、稚魚期の成
育域の再生を定量的に示すことができます。私
たちもいくつかの知見がありますので、その点
では貢献できると考えています。河川管理者の
皆様が定量的環境目標設定に野生サケの回復を
据えていただくようになれば、水産の立場から
非常にありがたいと思っています。
　さて、もう一つの課題が河川の分断化です。
　仮に再生産環境が整っても、産卵適地にサケ
が到達できなければ意味がありません。ダムな
どで落差があると、サケが遡上できない状況に
なってしまいます。ある調査では、上流に遡上
できた場合のポテンシャルを評価したところ、
落差が解消されれば数千尾の産卵が可能になる
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ことがわかりました。
　そこで、河川の連続性の再生が非常に重要に
なってきます。

　上の図は中村先生の研究室で学位を修得した
山田太平さんと行った共同研究の成果です。公
表されているデータベースをもとに、どのくら
い遡上できない場所があるかを推定しました。
産卵適地があるのに遡上できない場所が青いと
ころで、北海道全体で約 50％が遡上障害で使
えないという結果でした。中でも十勝川水系の
分断化が大きいことがわかったのですが、十勝
川で進められている取り組みが、今後のサケの
資源回復に大きく貢献すると期待しています。
　魚の遡上障害に対応して、これまで多くの魚
道が設置されてきました。その効果を否定する
わけではありませんが、技術は常に万能でな
く、機能不全が起きます。それを避けるために
は、もともとあった川の流れを再生することが
最も近道だと考えています。例えば、スリット
化することで土砂や有機物、生物の上下流の移
動を再生できることがあり、理想的な対応では
ないかと思っています。
　その事例をご紹介します。羅臼町のオッカバ
ケ川では鋼製スリットダムを段階的に外して、
遡上できる環境を再生しました。コンクリート
構造物は難しいのですが、鋼製の魚道や工作物
は再生に向いています。今後の施設管理や整備
の点でも参考になる事例だと思っています。
　ただ、このような対応ができないところもあ
ります。サケはサクラマスほど上流に上らずに
中下流域で産卵するので、治山・砂防施設より
も利水施設の関連で問題になることが多く、利
水ですからスリット化は矛盾します。そうなる
と、それはできない相談ということになってし
まいます。

　そこで魚道の技術が必要になってきます。選
択肢が魚道しかないところで魚道を設置した場
合の効果はどの程度あるのでしょうか。尻別川
水系ペンケ目国内川支流の白井川でサクラマス
を対象に調査をしました。設置前に工作物の下
流にしか産卵場がなかったのですが、魚道設置
後は上流域に産卵域が広がっていました。産卵
床数が上流に増えているだけでなく、数世代に
わたって産卵床数が増えていき、より適した産
卵域を利用できるようになっています。第 2 世
代では産卵床数が 2 倍、第 3 世代では、さらに
その 1.4 倍、第 1 世代の約 3 倍に回復していま
す（下図）。

　北海道では治山・砂防施設の魚道設置が多い
と思います。サクラマスは少し急なところも
上っていきますが、サケはもっと緩やかなとこ
ろでないと難しいのです。特に、産卵直前にな
るとお腹にたくさんの卵を抱えているので、緩
やかな勾配でやっとという感じです。
　ですから、今後サケの自然産卵、野生サケを
回復させていく上で欠かせない河川の分断化を
解消していく場合は、これまでの魚道とは違う
基準を設けてほしいと考えています。また、こ

Hokkaido fishway research meeting ｜ 19

令和 6年度定期講演会 in 札幌開催報告



れまでの魚道も改良していただきたいと思って
います。産卵直前のたくさん卵を抱えたサケで
も上れるような魚道に改良していただければ、
サケの資源回復に大きく寄与すると感じていま
す。
　最後のまとめです。サケ資源の減少は、これ
まで春先の低水温が大きな影響を与えてきまし
たが、近年は気候変動による初夏の急激な水温
上昇が、さらにマイナスの影響を与えていま
す。そこに輪をかけるように、人工孵化放流が
サケのパフォーマンスを下げていることがわ
かってきました。その対応策として、気候変動
の抑制は当然ですが、合わせてサケが持ってい
る本来のパフォーマンスをフル活用していくこ
とが重要になっています。
　そこで野生魚の有効性に着目し、野生資源を

回復させていくために、これまで劣化してきた
河川環境の再生、それは河川の分断化も含めて
対応していくことが非常に重要になっていま
す。まだまだ未確立な技術もありますから、こ
れまで確立されてきたと思われている魚道の技
術もさらに見直していただく必要があると思っ
ています。
　まだ具体的な絵を描けない未熟な技術もあり
ますが、そこは皆さんと一緒に悩みながら、河
川環境の再生技術を成熟させていきたいと考え
ています。
　本日会場にいる北海道魚道研究会の皆さんに
は、魚道の機能性向上にご尽力いただき、サケ
の資源回復につながっていくようなお力添えを
お願いしたいと思います。本日はありがとうご
ざいました。
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 第15回「魚道情報意見交換会」を  
 開催しました 

令和 7年 2月 21 日（金）午後 2時から、札幌ガーデンパレス 4階平安にて、
魚道管理者と北海道魚道研究会との「魚道情報意見交換会」を開催しました。

会議次第 参加者名簿



魚道データベースシステムについて
　令和 7 年 2 月 21 日に開催された「魚道情報
意見交換会」では、まず当研究会の中山仁魚道
データベース委員長から、令和 6 年 7 月に会員
のほか河川管理者らを対象に、魚道データベー
スの ID とパスワードを発行済みであることが
報告されました。また、今後の活動としては、
データベースの精度と効率性の向上を目指し、
利用者側からの不具合報告書の活用やスマート
フォンやタブレットを用いた魚道情報の収集と
データベースへの反映などを予定していること
が伝えられました。

魚道管理者からの情報提供
　その後、魚道管理者からの魚道事業及び管理
状況についての報告がありました。
　国土交通省北海道開発局建設部河川工事課か
らは、十勝川水系の自然再生計画の基本方針を
令和 5 年に策定し、令和 6 年度は実施計画を進
めていること、当該計画では魚道整備を検討中
であることのほか、「生物の生息・生育・繁殖
の場としてもふさわしい河川整備及び流域全体
としての生態系ネットワークのあり方」の考え
も含めた整備として定量的環境目標を設定した
ことが述べられました。
　北海道建設部土木局河川砂防課（河川整備）
からは、河川、砂防事業として魚道の整備率が
低い水準にあることから、「社会資本整備総合
交付金」や「生きている川づくり推進事業」な
どにて整備を進めていること、事業の実施にあ
たっては各指針や基準書などに基づいて、河川
の連続性の保全・回復を図っていることのほ
か、北海道河川環境研究会で取り組んできた簡

易魚道研究成果として「北海道の中小河川にお
ける簡易魚道設置の手引き」を令和 6 年 7 月に
公表したことが報告されました。
　北海道水産林務部林務局治山課（治山事業）
からは、治山事業として近年の新築実績はな
く、改築、ダム改良、複断面放水路の実施等が
報告されました。また、令和 6 年度の実績状況
や単独費などで魚類の遡上環境の整備を実施し
ていることなどが伝えられました。合わせて治
山事業でも魚道のデータベースを整備してお
り、位置情報のズレなどを精査して報告する意
向であること、個別施設計画としてデータベー
スのほか、諸元等一覧も合わせて整理の上で、
情報提供は可能であると考えていることなどが
伝えられました。

話題提供
　その後、昨年同様に北海道立総合研究機構さ
けます内水面水産試験場の卜部浩一研究主幹か
ら、話題提供をいただき、質疑応答の時間も設
けました。
　最後に魚道データベースへの要望と北海道魚
道研究会への要望などを確認して、閉会となり
ました。
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魚道データベース委員会を
開催しました
令和 7 年 3月28日（金）午後 4 時 30 分から、郷土料理加賀屋にて、魚
道データベース委員会が開催されました。委員会では、データの収集方法や
管理方法の改善、会員へのインセンティブ付与、CPDポイントの活用な
ど、具体的な施策について詳細な検討が行われました。

委員会参加者 
奈良哲男（理事長）
中山　仁（魚道データベース委員長）
沼田　寛、後藤聡夫、櫻下史宜、丸山　緑、鳥
本博靖、海老井有美（委員）
渡邊拓也、曹路地 琴乃（事務局）

議事内容 
1．データベース調査の新手法の提案
　理事長から、データベース調査の新しい取り
組みに関連して、現地調査の方法に GPS と写真
撮影を組み合わせた手法が提案され、会員の協
力を得て実施する方針が示されました。

2．生態系ネットワークの視点からの調査拡大
　丸山委員からは、生態系ネットワークの観点
から横断工作物調査の重要性が指摘されまし
た。特に、農業施設など、これまで対象として
いなかった構造物についても包括的に調査を行
う必要性が提起されました。

3．調査インセンティブ制度の検討
　調査データの収集方法について具体的な議論

が行われ、1 件あたり 1000 円程度の調査費用
の設定や CPD ポイント付与など、インセンティ
ブ制度の導入が検討されました。

4．今後の活動方針と社会貢献
　SWSP（札幌ワイルドサーモンプロジェクト）
との連携や、市民参加型の活動展開についても
議論され、今後の研究会の方向性として、社会
貢献活動の強化が確認されました。

今後の行動について 
　理事長は会員向けの調査依頼文書作成を担当
するとともに、新しい調査方法についての説明
提案を担うこと、丸山委員は農業施設を含めた
横断工作物の調査範囲拡大を検討することを確
認しました。また、事務局は CPD ポイント付与
制度の具体的な運用方法を検討し、委員会は市
民参加型活動の実施計画を作成することとしま
した。
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NPO法人 北海道魚道研究会 会員名簿� 令和7年4月30日現在

法　　人　　名 住　　　　　所
戸沼岩崎建設㈱ 函館市湯川町 2丁目 21番 2号
渡辺建設㈱ 函館市鍛冶 1丁目 5番 8号
三好建設工業㈱ 函館市川上町 563番地
中塚建設㈱ 松前郡福島町字三岳 73番地の 1
㈱東鵬開発 函館市桔梗 1丁目 4番 17号
丸協土建㈱ 上磯郡木古内町字新道 107-7
㈱北海道森林土木コンサルタント 札幌市中央区北 4条東 2丁目 8番地 6　札幌ユニオンハイツ
㈱エジソンブレイン 函館市赤川町 522番地 22
松本建設㈱ 久遠郡せたな町北檜山区北檜山 258番地
能登谷建設㈱ 檜山郡厚沢部町本町 108番地
㈱小林建設 檜山郡上ノ国町字大留 151
北工建設㈱ 久遠郡せたな町北檜山区豊岡 114-7
齊藤建設㈱ 函館市田家町 15番 12号
㈱森川組 函館市海岸町 9番 23号
㈱ノース技研 函館市昭和 3丁目 23番 1号
㈱森林テクニクス　札幌支店 札幌市中央区北 1条東 1丁目 4-1　サン経成ビル 8F
㈱カイト 檜山郡上ノ国町字大留 122番地
㈱菅原組 函館市浅野町 4番 16号
㈱サッポロ・エンジニヤーズ 札幌市中央区大通西 8丁目 1番地 1　大通あおばビル
㈱海老原建設 奥尻郡奥尻町字米岡 177
㈱相互建設 亀田郡七飯町字桜町 35番地
㈱高木組 函館市東雲町 19番 13号
北栄測量設計㈱ 函館市深堀町 11番 22号
㈱北海道技術コンサルタント 札幌市東区苗穂町 4丁目 2-8
横関建設工業㈱ 虻田郡倶知安町南 1条西 1-15
㈱松本組 函館市吉川町 4番 30号
㈱高橋建設 檜山郡厚沢部町新町 193
北王コンサルタント㈱　札幌支社 札幌市中央区北 10条西 20丁目 2-1
㈱イズム・グリーン 旭川市東 6条 4丁目 1-18
HRS㈱ 小樽市勝納町 8-39
東陽建設㈱ 二海郡八雲町栄町 13-2
岸本産業㈱ 石狩市浜益区柏木 87
㈱ズコーシャ　札幌支店 札幌市白石区南郷通 1丁目北 9番 20号
㈱エコテック 札幌市中央区南 1条東 4丁目 8-1　北海創成ビル 6F
正栄建設㈱ 函館市昭和 2丁目 31-10
防災地質工業㈱ 札幌市北区新琴似 7条 15丁目 6-22
野外科学㈱ 札幌市東区苗穂町 12丁目 2-39
日本緑化中村㈱ 樺戸郡新十津川町字弥生 7番 23
㈱日興ジオテック 旭川市神居 2条 18丁目 2-12
㈱ルーラルエンジニア 札幌市北区北 10条西 3丁目　NKエルムビル
山洋建設㈱ 標津郡中標津町東 21条南 6丁目 17
寺井建設㈱ 野付郡別海町別海 130番地の 18
高玉建設工業㈱ 野付郡別海町別海常盤町 5番地
鈴木産業㈱ 目梨郡羅臼町栄町 100

■法人会員　87 法人� （順不同）
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法　　人　　名 住　　　　　所
小針土建㈱ 標津郡中標津町緑町南 2丁目 1番地 1
松谷建設㈱ 北見市留辺蘂町旭北 41番地
㈱ケイジー技研 札幌市中央区南 3条西 13丁目 320
中村興業㈱ 標津郡中標津町東 32条北 1丁目 2番地
北海道キング設計㈱ 札幌市南区澄川 2条 1丁目 4番 11号
㈱菅原組 磯谷郡蘭越町昆布町 134-48
藤信建設㈱ 虻田郡倶知安町北 1条西 2丁目 15番地
幌村建設㈱ 日高郡新ひだか町三石蓬栄 126
小川建設㈱ 目梨郡羅臼町湯の沢町 12番地 45
㈱シン技術コンサル 札幌市白石区栄通 2丁目 8番 30号
近藤建設㈱ 函館市神山 1丁目 17番 1号
㈱東亜エンジニアリング　函館支店 函館市青柳町 15番 19号
国土防災技術北海道㈱ 札幌市中央区北 3条東 3丁目 1-30
丹羽建設㈱ 枝幸郡浜頓別町大通 8丁目 20番地
明治コンサルタント㈱ 札幌市中央区南 7条西 1丁目　第 3弘安ビル
㈱開発調査研究所 札幌市豊平区月寒東 4条 10丁目 7-1
㈱工藤組 函館市石川町 169番地 7
㈱アイネス 札幌市中央区南 2条東 2丁目 7-1　第三NEDビル
北王プラフォーム㈱ 札幌市北区北 8条西 3丁目 28　札幌エルプラザ 11
共和コンクリート工業㈱　函館支店 函館市五稜郭町 1番 14号　五稜郭 114ビル
（一社）北海道森林土木建設業協会	 ※ 札幌市中央区北 4条西 5丁目 1　林業会館 3F
タカ企画㈱ 小樽市銭函 3丁目 23番地 174
和光技研㈱	 ※ 札幌市西区琴似 3条 7丁目 5番 22号
共和コンサルタント㈱ 札幌市北区北 8条西 3丁目 28　札幌エルプラザ 11
（一社）北海道治山林道協会	 ※ 札幌市中央区北 4条西 5丁目 1　林業会館 3F
新栄コンサルタント㈱ 旭川市神楽 5条 10丁目 1番 29号
北海道農林土木コンサルタント㈱ 札幌市東区北 24条東 3丁目 3番 10号
會澤高圧コンクリート㈱ 札幌市東区苗穂町 12丁目 1-1
吉建設㈱ 茅部郡鹿部町字鹿部 45番地
㈱不動テトラ　北海道支店 札幌市中央区北 1条西 7丁目 3　北 1条大和田ビル
日特建設㈱　札幌支店 札幌市中央区北 1条西 10丁目 1-15　UD札幌北 1条ビル 7F
㈱林組 爾志郡乙部町字緑町 243-2
㈱ビバリー設計事務所	 ※ 札幌市白石区東札幌 4条 6丁目 4番 12号
札幌マテリアル㈱	 ※ 札幌市豊平区月寒西 1条 9丁目 1-1-101
アークジョイン㈱ 函館市西桔梗町 589番地 44
内外エンジニアリング北海道㈱ 札幌市中央区南 1条東 1丁目 3番地　パークイースト札幌
道東建設工業㈱ 厚岸郡厚岸町港町 3丁目 109番地
アサヒ産業㈱ 大阪府枚方市東香里元町 28-18
㈱藤共工業 紋別郡興部町字興部 193番地 1
㈱伊関組 久遠郡せたな町北檜山区北檜山 135番地
㈱シイナ重建 夕張郡長沼町西 9線南 5番地
パブリックコンサルタント㈱ 札幌市中央区北 5条西 6丁目 1-23　第二道通ビル 4F
㈱伊丸特殊工事 札幌市白石区川北 2312 番地 24

■個人会員　20 名（名簿省略）

� ※は賛助会員



当会では、会員を募集しています！

　NPO 法人 北海道魚道研究会では、「正会員」として、ご一緒に活動・運営をしていただける
個人、法人（団体）、または「賛助会員」として当会活動をご支援いただける個人、法人（団体）
を随時募集しております。

入会をご希望の方は入会申込書をお送りいたします。
▼

事務局　 TEL 0138-83-1172（株式会社エジソンブレイン内）

または、 E-mail gyodo-jimu@edisonbrain.jp　までご連絡ください。

発　行／NPO 法人 北海道魚道研究会（株式会社エジソンブレイン内）
　　　　〒041-0804 北海道函館市赤川町 522-22　TEL 0138-83-1172　FAX 0138-83-1162　https://gyodo.jp
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2022 年の
現地魚道見学会

サンルダム周辺の魚道
（下川ペンケ川魚道）

北海道魚道研究会
ホームぺージ

随時受付中

正会員 賛助会員

会員制度

総会での議決権を持ち、NPO 運営活
動に直接的にご参加いただけます。
会報誌：年 2 回
　　　　1 冊 / 回：個人
　　　　5 冊 / 回：法人
魚道データベースシステム：
　　　　フル利用（現在整備中）

会報誌及びセミナー・イベント等の
ご案内を優先的にお送りいたします。
会報誌：年 2 回
　　　　1 冊 / 回：個人
　　　　1 冊 / 回：法人
魚道データベースシステム：
　　　　限定利用（現在整備中）

個人
入会金：5,000 円 /1 口
年会費：5,000 円

入会金：3,000 円 /1 口
年会費：3,000 円

法人（団体）
入会金：30,000 円 /1 口
年会費：30,000 円

入会金：10,000 円 /1 口
年会費：10,000 円


